
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区敬老会送迎バスの運行業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、.測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託 その他

要 千代田区敬老会参加者の輸送手段の確保を以て、事業の円滑な運営

を図る。敬老会は75歳以上の千代田区民を対象としているため、参

加者の中には歩行不安を抱え、公共交通機関の利用では会場まで向か

うことのできない方も含まれる。

これに伴い、高齢者の安全・安心かつ円滑な移動手段の確保のため、

地域福祉交通"風ぐるま"と連携を図りながら、大型バスを用いて、区

内各所から敬老会開催会場までの送迎を行う。

選定理由

▽q7

本件業務内容は参加者の敬老会会場への移動手段として大型バス

を利用するが、送迎時の乗降をするにあたって、地域福祉交通"風ぐ

るま"の停留所を一部利用する。停留所の使用や、送迎バス及び風ぐ

るまの運行ダイヤの調整など運行事業者との密な連携が必要となる。

下記事業者は、風ぐるまの運行事業者であり、敬老会の会場の変更に

よる初めてのルートでスケジュールが流動的な中、迅速な対応と安定

した業務を遂行が可能である。

以上の理由により下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称日立自動車交通株式会社

契約期間

住所東京都足立区綾瀬6丁目Ⅱ番22号

担当課

7年9月/之日令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年9月9日まで

保健福祉部福祉総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

3,0 1'8',000 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

防災ラジオの購入

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他

選定理由

災害時等における避難に特に配慮が必要な方々への情報伝達手段を

確保することを目的として防災ラジオを購入し、避難行動要支援者名

簿登録世帯へ配布を行う。

本件の防災ラジオは、現在導入している防災行政無線戸別受信機及び

防災ラジオの送受信システムと密接不可分の関係にあり、同一機器を

使用することで、一体運用及び故障発生時の迅速な対応が可能とな

る。また、通常のラジオと異なり、総務大臣より免許を受けた唯一の

免許人である下記事業者のみが販売を行っていることから、下記事業

者を契約の相手方として指定する。

契約の相手方

8"

※契約年月日

※契約金額

1

納入期限

担当課

東京テレメッセージ株式会社

東京都港区西新橋2-35-2

ン年 P a/アヨ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年12月26日

3, g'4 ク"、タ'ひ 0

政策経営部災害対策・危機管理課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

風力・太陽光発電型街路灯点検補修業務(第813号)

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

選定理由

有楽町に設置されている風力・太陽光発電設備の、各機器及び機材の

損傷・摩耗・緩み等の不具合を発見し、対応を行うために点検補修業

務を行う。

有楽町二丁目5番先に設置された風力・太陽光発電型街路灯にっい

ては、当該設備が人通りの多いエリアに位置しており、通行人の安全

確保の観点からも、定期的かつ専門的な点検が不可欠である。

この設備は、風力および太陽光発電機、蓄電池、照明器具、制御盤

など複数の機器で構成されており、それぞれの構造や動作原理を理解

した上での点検が求められる。特に、照明の安定性、制御系の異常検

知など、専門的な知識と経験が必要である。

下記業者は、これらの設備構造や機能に精通しており、過去にも同

様の街路灯設備の点検・保守実績がある一点検においても、機器ごと

の診断項目に基づいたチェックリストを用いた確実な作業が可能で

あり、万がーの不具合にも迅速に対応できる体制が整っている。

以上の理由により、当該設備の点検業務については、下記業者を契約

の相手方として指定するものである。

》が

契約の相手方

※契約年月日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

※契約金額

社名

契約期間

住所

担当課

7年今ヨ■口令和

エネルギープロダクト株式会社

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

(消費税を含む)タ/0,1りU 円

千代田区飯田橋1・3・2 曙杉館8階

契約締結日の翌日から令和7年12月19日

環境まちづくり部道路公園課



件 名

種

工事場所
(工事案件のみ)

資源化業務に係る古紙・びん・缶等の売却(8月分)

特命随意契約理由書

類
エ・事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、くを匝二j売却)

概 要

選定理由

区内で回収された資源物を売却できるよう処理をした後、再生資源
として資源化ル」卜に乗せるものである。

(1)資源回収・資源化業務の受託業者であり、同一業者が本業務を実
施するととにより、効率的に資源化ルートに乗せるこどができる。
(2)清掃事業が東京都から千代田区に移管される平成12年度以前か
ら資源回収をしているという実績もあり、平成12年3月27日に
才「長年にわたり培ったお互いのパートナーシップに基づき、今後
ともごみ減量・りサイクル事業推進について、必要に応じ協議する
ものとする」とした協定書を交わしている。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ワフ/

※契約年月日

※契約金額 税<む)※収入予定額(単価契約)

契約期間

千代田区りサイクル事業協同組合

東京都千代田区飯田橋2-12-1

担当課

?年今月1令和

根拠規程

0

楽

乙gユ,易ゞST)
6西

令和7年8月1日~令和7年8月31日

との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公
表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。
※印を示した項目については、契約課で記入します。0

千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

W

名
住
称
所





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

庁有車の再リース賃借(区長車・議長車)

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ 物品・委託、の

特月嘔哉(区長・議長)の車両を確保するため再リースする。

当該車両については平成31年度、賃借先を競争入札により下記業者

に決定し、平成31年9月25日から長期継続契約により賃借していた。

契約が満了となる令和 6年からは電気自動車の導入について検討した

が、当該車両同等の電気自動車についての製造の見通しが立たないこ

とが確認されたとともに、当該車両が極めて稼働良好な状態であった

ため再リースすることが最善の方法と結論付けられ、下記事業者と引

き続き再リース契約を結ぶこととした。

以上の理由により、今年度(契約期間は令和7年9月25日~令和8

年9月24 田においても、下記事業者を引き続き契約の相手方とす

る6

選定理由

9之今

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所東京都中央区浜町2-12-4

トヨタモビリティサービス株式会社

担当課

令和

根拠規程

7年8月 t2日

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年9月25日から令和8年9月24日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/,5Sワ■OD 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

史跡江戸城外堀跡保存活用計画策定支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・1委詔、 その他

要 本業務は、千代田区が、新宿区・港区と共同で策定する「史跡江

戸城外堀保存活用計画(以下「保存活用計画」)」の策定支援である。

受注者は、検討案作成のために必要な資料(データ)の収集・分析、

及び執筆・図版作成、編集等を行うとともに、保存活用計画策定委

員会の開催に必要な資料作成、説明補助及びその他の開催支援を行
^

つ。

選定理由

弌

令和6年度、文化庁から当該保存活用計画は文化財保護法129条

の2に基づく認定を受けることは保存活用計画においては困難で

あることが示された。それに対応する業務が発生したことで策定が

予定より遅滞しており、策定予定期間の令和9年度までに迅速な業

務進行が不可欠となっている。下記事業者は、令和5・6年度の受

託者であり、引継ぎにかかる時間が不要のため、期間の短縮が可能

となる。また、令和6年度までに4回の保存活用計画策定委員会と

それに伴う委員等への意見聴取が実施され、委員との関係性も深く

築かれている。各委員の意向も熟知しており、保存活用計画に迅速

に反映することが可能である。令和6年度の履行成績も良好である

ことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

82/

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社パスコ東京支店

東京都目黒区下目黒一丁目7番1号

担当課

令和ワ年8月24日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

地域振興部文化振興課

フ,1Pξ000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
＼

＼

円(消費税を含む→



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

道路詳細修正設計業務(神田警察通の(第313号)

概

工事:士木・建設・設備・匝亙)1測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

選定理由

物品・委託・その他

下記業者が受託した業務の成果品に基づき、道路管理者等との協議

を行い、神田警察通りの残り区間の道路整備工事の修正設計を行うも

のである。

本件は令和7年度に発注予定の道路工事に伴う修正設計業務で、既

設計と密接不可分の関係にあり、同一受託者以外の場合、工事発注が

遅滞するなど著しく支障があるものである。下記業者は令和2年度

吽申田警察通り協議資料等作成業務(第 319 号)」、令和3年度「神

田警察通り協議資料等作成業務(第 318 号)」、令和6年度に契約し

た「神田警察通り協議資料等作成業務(第認0号)」の受託者であり、

道路設計等で培った知識や現場状況等に熟知・精通している。さらに、

関係機関や地元関係者等との協議を継続的に行っていることから、履

行期間の短縮・業務品質や経費面で有利である。

したがって、入札に付すことが不利と認められるため、下記業者を

契約の相手方に指定する。

8夕3

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

契約期間

株式会社高島テクノロジーセンター東京営業所

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

パシフィックセンチュリープレイス丸の内16階

担当課

ク年9月/9"ロ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

契約締結日の翌日から令和8年

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第 6号

/q9ゞS/00

,＼

3月31日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(コ高案イ牛のみ)

街路樹フォローアップ三今断・概器知及て絲^劇矣^(第335号)

工事:士7K・蓬斐・設備・誕十、浪慢、1ヤ隻1暄・そのイセエエ事

物品:抓1・1蚕司、そdX也

概

特命随デ冒契都里由書

要 区内dX捉餅封の診断を行うもので、斗藏29年度~令禾口6年度に下き^§

舞モした「都割寮jフォローアップ三箔・槻乱珍幽^」に引き続き、健全な道

路絢寺のため区内全往路壹jの雌'Rを1剛屋'するものである。

シ舌力d濠えた樹木や、桎!冰・削斤れナよどの危1金獣吻る樹木を早期に発見し、

植休による事故を未然に防止するとともに、区内dX抗割ゑすの生育状シ兄d)晦忍を

イラし、、健全な道路維持を行うものである。

選定理由 本業務を実施するためには、下三即)条イ牛を満たす必要がある。

①平成29年度~令禾口6年度に実施した診断と同・イ刀半蛇でぢ今凶^力晢テえ

ること。

②対象となる往促觸は、様々本雌^動{あり、その診断を行うためには、可ヨ

的嫉戯を有する榿井医によって榿拷蛇慎重に半蛇できること。

また、都D部という特異的む驫案境で生育している街剛封のため、より可ヨ

的ナよま戯を有する枝坏極による診断力じできること。

③東赫肋発テした街路討診断マニユアノWX乍戎・誕1掲努を行い、、街謝劃に

樹ヒした公共餅見卓力ち、数多くdX棚W)診倒^晢テえること。

'eの条f牛を満たすこと力やできるもの力じ下三三業者に特定される。また、下三三
業者は千イ弌田区街路植す点検・診断マニユアノW乍三^においても携わってお

り、当区dX紐割封にっいて精通している。
以上伽里由により、下三己業者を^畊肝方にチ綻する。

Pξ'

舞り畊呼方

※熟笄月日

※勢阿銭ゑ

名称

契約期間

住所

担当課

年斜口フ 8月゛_0日

◆罫ガ証去人^知1窃会

根拠規程

)Y'q肌、リ0

0 こd漣由書は、「公,じ「郭)入ホ吸て^d万商正イWX足隹に関するシ表聿」1こ定めるし^目に対応、

しているので、物.兄購入や三青負委き礫イヰ等に1並亥当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、ヲ酬井旦当課で三己入します。

東就伐巷区敲伝丁目4番1号

,沓K廊磯吉目の翌日から令ネロ8年2月27日まで

環境まちづくり部道路公面課

0

j也方'含含割翹子令第167知)2第111頁第2号

YW



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

戸籍情報総合システム端末構築業務(36台更改分)

概

特命随意契約理由書

物品:委託

要

選定理由

千代田区で使用している戸籍情報総合システム端末のうち、

Windowsl0が搭載されている端末について、windowS11が搭載され

た端末に更改するため、必要な設定作業を行う。

当該戸籍システムの導入については、千代田区戸籍事務電算化実施

業者調査委員会において、日立製作所がシステム開発保守業者として

選定された(平成 10年8月7日付千地戸発第 176 号)。本システム関

連の業務は、日立製作所のグループ企業の下記業者が担当している。

本件戸籍システムの設定作業対応及び立会い対応業務については、

既設の機器、設備、情報処理システムと密接不可分の関係にある。本

件作業を同一者以外に履行させると、既存のシステム・機器類の運用

に著しく支障が生じるおそれがある。また、直接的なシステム操作や

サーバーへのアクセスが必要となる.ため、システム開発に携わってい

る下記事業者以外に本件業務を行うことができない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

日

8印

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社日立システムズ

東京都品川区大崎1

担当課

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年1月31日まで

地域振興部総合窓口課

ユフ,>■0,00 ク

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)
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件 名

種

千代田区全町会婦人・女性部長研彦会開催に伴う会場の借上げ及び飲食

物の供給業務

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

類
工事:士木・建設・設備・設計、測量、1也質調査・そのイ也工事

物品:物品・1委詔、その他

概 要
本件契約は、千代田区全町会婦人・女性部長研イ彦会(以下「本事業」

という。)の円滑な運営のため、会場の借上げを行うものである。

以下の条件をすべて満たす施設で開催場所の選定を行った。

①令和7年9月6日(土)に、当該規模の研イ彦会の開催可能であるこ

と。また、控室を確保できること。

②希望するレイアウト変更及び備品の用意が可能であること。

③会場設営を行うため、開催日当日の開会時間1時間前から会場準備

力河能なこと。

下記業者「株式会社インフィールド(九段会館テラスコンファレン

ス&バンケツト)」以外の施設については、日程その他の調整がつかず、

予約を確保することができない。

以上の理由により、下ぎ己業者を契約の相手方に指定する。

選定理由

q09

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

称株式会社インフィールド

所東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル11階

契約期間

令和 7年9月/日

担当課

ι00650d
楽匙倆断凾契約のたあ

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委ぎ練件等には該当しない項目が含まれてぃます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

契約締結日の翌日から令和7年9月6日まで

地域振興部コミュニティ総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む→

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

第35回ちょだシーズンコンサート運営業務

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匿西、その他

概

特命随意契約理由書

要

選定理由

ちよだシーズンコンサートは、区民が様々な文化芸術に触れる機会を提

供することを目的とし、区民等が一緒に歌を歌うなど参加型の音楽会を開

催している。

事業実施にあたっては、会場を内幸町ホールにして開催していたが、令

和7年度から内幸町ホールの改修工事に伴い、現在は一時休館となってい

る。

一方で、区民等の文化芸術活動を支援するためには、休館中であっても

事業を継続する必要があるとと、また工事完了後は再び内幸町ホールにて

事業を行う必要がある。

そのため、同事業を行うことができるのは令和8年度からの次期指定管

理者に内定している下記事業者のみである。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

町5

契約の相手方

.

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社コンベンションリンケージ

ワ年8月升口令和

担当課

千代田区三番町2

根拠規定

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで

地域振興部文化振興課

27000ククク

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)
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